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(証券コード１９２６)
平成28年６月13日

株 主 各 位
東京都千代田区九段北四丁目２番35号
ラ イ ト 工 業 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 鈴 木 和 夫

第69回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　この度の「平成28年（2016年）熊本地震」により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます
とともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。
　さて、当社第69回定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し
上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら
後記「株主総会参考書類」をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のう
え、平成28年６月28日（火曜日）午後５時15分までに到着するよう、折り返しご送付くださいますよう
お願い申し上げます。

敬　具
記

１．日　時 平成28年６月29日（水曜日）午前10時
２．場　所 東京都千代田区九段北四丁目２番25号

アルカディア市ヶ谷（私学会館）３階 富士（西）の間
３．目的事項

報 告 事 項 1.第69期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告、連結計算書類
並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2.第69期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役４名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件

以　上

◎　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げ
ます。

◎　株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社
ウェブサイト（http://www.raito.co.jp）に掲載させていただきます。
　当社は、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、提供すべき書面のうち次に掲げる事項をインターネット上の
当社ウェブサイト（http://www.raito.co.jp）に掲載しておりますので、本株主総会招集ご通知の添付書類には記
載しておりません。

・連結計算書類の連結注記表
・計算書類の個別注記表
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（添付書類）

事　　 業　　 報　　 告
平成27年４月１日から平成28年３月31日まで

１．企業集団の現況に関する事項
⑴企業集団の事業の経過及び成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀による金融政策を背景に、企業業績や雇
用・所得環境の改善が見られた一方で、中国を始めとする新興国や資源国の景気減速や、為替相場や株価
の不安定な動向が続くなど、景気の先行きは不透明な状況で推移しました。
　建設業界におきましては、政府建設投資は前年度に比べると減少に転じたものの、民間建設投資につき
ましては、企業の設備投資や民間住宅投資の改善が継続するなど、全体としては堅調に推移しました。
　このような状況のもと、当社グループの当連結会計年度の売上高は、受注高の増加に加え、手持工事の
施工が順調に進捗したことにより、前期比8.8％増の931億６千６百万円となりました。
　利益面では、売上高が増加したことに加え、専業土木分野及び建築分野ともに売上総利益率が改善した
ことにより、売上総利益は前期比12.7％増の172億９千５百万円となりました。
　また、営業利益、経常利益につきましては、売上総利益が増加したことにより、各々前期比22.0％増の
86億３千３百万円、前期比17.7％増の86億６千６百万円となり、親会社株主に帰属する当期純利益は、
前期比28.6％増の59億１千８百万円となりました。
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　なお、企業集団及び当社の当期における受注高・売上高（完成工事高）・手持工事高は、下記の通りで
あります。
　企業集団（下段は当社）の受注高・売上高・手持工事高

（単位：百万円）
工 事 種 目 受 注 高 売 上 高 手持工事高

法 面 保 護 工 事 19,127
（17,271）

18,651
（16,834）

8,074
(7,329）

地 す べ り 対 策 工 事 11,906
（11,653）

10,482
（10,196）

5,585
（5,463）

基 礎 ・ 地 盤 改 良 工 事 30,308
（29,537）

30,589
（28,121）

12,810
（12,254）

補 修 ・ 補 強 工 事 3,637
（3,440）

3,398
（3,229）

1,422
（1,382）

環 境 修 復 工 事 8,773
（8,773）

4,576
（4,576）

5,468
(5,468）

一 般 土 木 工 事 7,907
(2,045）

9,880
(3,389）

11,071
（1,500）

建 築 工 事 21,953
（12,313）

13,487
（9,327）

19,502
（10,047）

そ の 他 工 事 1,459
（1,536）

1,553
（1,629）

321
(304）

建設部門　計 105,072
（86,571）

92,619
（77,305）

64,256
（43,750）

商 品 ・ 資 材 販 売 部 門 －
（－）

547
（－）

－
（－）

合　　　計 105,072
（86,571）

93,166
（77,305）

64,256
（43,750）

 (注)１.建設部門以外では受注生産は行っておりません。
 　　２.管きょ工事は金額が僅少であるため、当事業年度より区分表示を一般土木工事に含めて表示しております。

　建設部門における受注高の工事種目状況は以下の通りであります。

イ．斜面・法面対策工事（法面保護工事、地すべり対策工事）
　地方自治体発注工事の受注が増加したものの、国土交通省発注工事の減少及び民間大型工事の反
　動減により、前期比2.8％減の310億３千３百万円となりました。

ロ．基礎・地盤改良工事
国内における道路、河川、海岸、港湾関連の耐震補強、液状化対策等の受注が増加したものの、
米国子会社の地盤改良工事が減少したことにより、前期比4.4％減の303億８百万円となりまし
た。
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ハ．補修・補強工事
　地方自治体発注のトンネル補修工事の受注が増加したこと等により、前期比15.4％増の36億３千
　７百万円となりました。

ニ．環境修復工事
　放射性物質の除染事業の受注が増加したこと等により、前期比112.4％増の87億７千３百万円と
　なりました。

ホ．建築工事
　首都圏におけるマンション工事の受注が堅調であったことに加え、東日本大震災に伴う建築物の
　新築・改修工事等の受注により、前期比50.8％増の219億５千３百万円となりました。

ヘ．一般土木・その他工事
　東日本大震災に伴う、道路・河川関連等の受注が減少したこと等により、前期比21.4％減の93億
　６千６百万円となりました。

⑵設備投資の状況
　当連結会計年度の設備投資については、特記すべき事項はありません。

⑶資金調達の状況
　当連結会計年度におきましては、社債、新株発行等による資金調達は行っておりません。また、運転資
金の効率的な調達を行うため、銀行５行と総額97億１百万円の当座貸越契約及び貸出コミットメントライ
ン契約を締結しております。
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⑷財産及び損益の状況の推移（下段は当社）
（単位：百万円）

区　分
第66期

平成24年 4 月 1 日から
平成25年 3 月31日まで

第67期
平成25年 4 月 1 日から
平成26年 3 月31日まで

第68期
平成26年 4 月 1 日から
平成27年 3 月31日まで

第69期（当期）
平成27年 4 月 1 日から
平成28年 3 月31日まで

受 注 高 79,139
（63,541）

91,217
（72,699）

97,390
（79,303）

105,072
（86,571）

売 上 高 75,557
（60,665）

92,698
（75,872）

85,648
（74,229）

93,166
（77,305）

経 常 利 益 3,159
(2,048）

6,748
(5,411）

7,364
（6,780）

8,666
(7,939)

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

1,973
(1,303）

3,973
(3,156）

4,602
（4,290）

5,918
（5,437）

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 37円47銭
（24円75銭）

75円45銭
（59円94銭）

87円40銭
（81円48銭）

112円39銭
(103円26銭）

総 資 産 61,078
（52,514）

71,500
（60,189）

75,691
（66,017）

80,166
（68,952）

純 資 産 33,291
（29,822）

35,803
（32,892）

41,631
（37,764）

46,349
（41,845）

１ 株 当 た り 純 資 産 632円17銭
（566円30銭）

679円89銭
（624円60銭）

790円56銭
（717円13銭）

880円17銭
（794円64銭）

 (注) １株当たり当期純利益の算定については、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）
及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用してお
ります。
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⑸企業集団の対処すべき課題
　平成28年度の建設業界は、東日本大震災復興特別会計の政府建設投資の減少等により、引き続き厳しい
状況が予想されていますが、全国で相次いで発生している大規模自然災害を受け、災害対応を強化してい
くことが期待されていることなどから、全体としては堅調に推移するものと考えられます。
　こうした状況のなか、当社グループ全体で事業量を確保するとともに、収益力の向上を図るため、以下
の課題を実施してまいります。

① 安全衛生管理と品質管理の徹底
　労働安全衛生に関する法令や通達の遵守及び安全衛生教育の充実を図るとともに、品質管理の一
　層の強化を行うことで、安全で安心な、より信頼される企業を目指すことに努めてまいります。

② 専業土木分野における営業力強化
　経営資源を有効に活用し、グループ会社を含めた拠点毎の営業を強化することで顧客信頼度の向上
　を図るとともに、新市場の開拓に注力することで、総合的な営業力の強化と事業量の確保に努めて　
　まいります。

③ 建築事業分野での安定的収益力の維持
安全・品質の確保を推進するために社員教育の強化を行い、顧客満足度の向上を目指すとともに、既
存顧客の深耕と成長市場を中心とした新規分野への積極的参入により営業範囲を拡大し、安定的収益
力の維持に努めてまいります。

④ 海外事業分野での収益力の向上
各拠点において市場調査に基づくリスク評価を充実させ、収益性を重視した営業活動を行うととも
に、人員配置の見直しや固定費の削減などの効率化を進めることで、事業量の確保と経営基盤の強化
を行い、収益性の向上に努めてまいります。

⑤ 技術開発力の強化
　建設業界で急速に普及が進むＩＣＴの活用など、新技術への取組みを強化するとともに、基礎的分
　野における研究・開発について体制の整備を推進することで、将来に向けた技術開発力の強化を図
　ってまいります。

⑥ 財務基盤の強化
　固定費の更なる削減に取り組み、安定した利益を確保できるよう収益力を強化するとともに、将来
　の成長を見据えた開発・機械投資は積極的に行い、また、保有資産の有効活用等を進め資産効率を
　向上させ、財務体質の一層の強化に努めてまいります。
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⑹重要な子会社等の状況
①　重要な子会社の状況

会  社  名 資  本  金 当社の議決権
比 率 主  な  事  業  内  容

R A I T O , I N C . 百万米ドル
31

％
100 地盤改良工事を主体とした土木工事業

㈱ 小 野 良 組 百万円
100

％
100 総合建設業

㈱ ア ウ ラ ・ シ ー イ ー 百万円
100

％
100

建設資材販売、車両・建設機械・事務用機器
のリース業、建設工事の設計・施工・管理・
請負

㈱ み ち の く リ ア ラ イ ズ 百万円
125

％
100 建設工事の設計・施工・管理・請負

㈱ 東 北 リ ア ラ イ ズ 百万円
175

％
100 建設工事の設計・施工・管理・請負

㈱ 東 海 リ ア ラ イ ズ 百万円
125

％
100 建設工事の設計・施工・管理・請負

㈱ 九 州 リ ア ラ イ ズ 百万円
75

％
100 建設工事の設計・施工・管理・請負

㈱ や さ し い 手 ら い と 百万円
70

％
100 介護サービス業

②　技術提携の状況
　技術提携の主な相手先は、フランス共和国のソレタンシュバッシー社であり、地盤改良工事、沈
埋工法による管きょ敷設工事及び環境保全工事に関する技術提携契約を締結しております。
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⑺主要な事業内容（平成28年３月31日現在）
　当社グループは、当社、連結子会社９社、非連結子会社７社で構成され、建設事業及びその他（車両・
建設機械・事務用機器のリース、建設資材の販売、損害・生命保険代理店、福利厚生施設の管理、介護サ
ービス等）の事業活動を展開しております。

⑻主要な営業所等（平成28年３月31日現在）
①　当社

名　　　称 所　在　地
本 社 東 京 都 千 代 田 区
北 海 道 統 括 支 店 北 海 道 札 幌 市
東 北 統 括 支 店 宮 城 県 仙 台 市
関 東 支 社 東 京 都 墨 田 区
関 越 統 括 支 店 新 潟 県 新 潟 市
中 部 統 括 支 店 愛 知 県 名 古 屋 市
西 日 本 支 社 大 阪 府 吹 田 市
九 州 統 括 支 店 福 岡 県 福 岡 市
中 国 支 店 広 島 県 広 島 市
技 術 研 究 所 千 葉 県 船 橋 市

(注)中国支店は平成28年4月1日付で中国統括支店に改称しております。

②　連結子会社
名　　　称 所　在　地

R A I T O ， I N C ． 米 国 カ リ フ ォ ル ニ ア 州
Raito Engineering & Construction Ltd. 香 港 上 環
㈱ 小 野 良 組 宮 城 県 気 仙 沼 市
㈱ ア ウ ラ ・ シ ー イ ー 神 奈 川 県 横 浜 市
㈱ み ち の く リ ア ラ イ ズ 岩 手 県 盛 岡 市
㈱ 東 北 リ ア ラ イ ズ 宮 城 県 仙 台 市
㈱ 東 海 リ ア ラ イ ズ 愛 知 県 瀬 戸 市
㈱ 九 州 リ ア ラ イ ズ 福 岡 県 福 岡 市
㈱ や さ し い 手 ら い と 神 奈 川 県 横 浜 市
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⑼従業員の状況（平成28年３月31日現在）
企業集団の従業員の状況

区　　　　分 従　業　員　数 前連結会計年度末比増減

計 1,034名 20名(減)

(ご参考）当社の従業員の状況

性別
従　業　員　数 前期末比

増　　減 平均年齢 平　　均
勤続年数技術 事務 計

名 名 名 名 歳 年
男子 697 119 816 2(減) 44.2 16.8

女子 5 42 47 － 41.8 18.5

計又は
平　均 702 161 863 2(減) 44.1 16.9

（注）　従業員数は、他社への出向者を含んでおりません。

⑽主要な借入先（平成28年３月31日現在）
借 入 先 借入額(百万円)

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 50

株 式 会 社 北 陸 銀 行 190

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 100

株 式 会 社 七 十 七 銀 行 200

株 式 会 社 東 北 銀 行 200

気 仙 沼 信 用 金 庫 200

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 100

合 計 1,040
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２．会社の株式に関する事項（平成28年３月31日現在）
⑴発行可能株式総数 198,000,000株
⑵発行済株式の総数 52,659,149株

(自己株式　5,145,301株を除く)
⑶株主数 8,444名
⑷大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
千株 ％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口 ) 7,285 13.83
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 2,897 5.50
太 陽 生 命 保 険 株 式 会 社 2,734 5.19
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 2,629 4.99
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 1,975 3.75
資産管理サービス信託銀行株式会社 （ 証券投資信託口） 1,969 3.74
株 式 会 社 北 陸 銀 行 1,601 3.04
C B N Y - G O V E R N M E N T  O F  N O R W A Y 978 1.86
G O L D M A N  S A C H S  I N T E R N A T I O N A L 871 1.65
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口９) 866 1.65

（注）1.　当社は自己株式5,145千株を所有しておりますが、上記の大株主から除いております。
2.　持株比率は自己株式を控除して計算しております。

３．会社の新株予約権等に関する事項
⑴当事業年度末日における当社役員が有する新株予約権の状況

　該当する事項はありません。
⑵当事業年度中当社使用人等に交付した新株予約権の内容等

　該当する事項はありません。
⑶その他新株予約権等に関する重要な事項等

　該当する事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
⑴取締役及び監査役の氏名等（平成28年３月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役 社 長 鈴 木 和 夫
専 務 取 締 役 荒 木 　 進 技術営業本部長
常 務 取 締 役 船 山 重 明 経営管理本部長
常 務 取 締 役 藤 澤 伸 行 施工技術本部長
取 締 役 宝 輪 洋 一 海外事業本部長
取 締 役 西 誠 経営企画本部長
取 締 役 阿 久 津 　 和 　 浩 関東支社長
取 締 役 柴 田 　 忠 税理士
監 査 役 ( 常 勤 ) 木 下 博 之

監 査 役 御 林 　 彰 ニッセイ信用保証株式会社代表取締役社長
株式会社アルバック社外取締役

監 査 役 宮 城 信 二
（注）1.　取締役柴田忠氏は社外取締役であります。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利

益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
2.　監査役木下博之氏は、長年にわたる経理部門での経験を有し、平成20年から平成25年までの間、当社財務

経理部長の職に就くなど、財務及び会計に関する相当の知見を有するものであります。
3.　監査役御林彰、宮城信二の両氏は社外監査役であります。

⑵取締役及び監査役の報酬の状況
①　取締役及び監査役の報酬等の額

支給人員（名） 報酬等の額（千円）
取 　 締 　 役 9 156,150
監 　 査 　 役 3 26,700
合 　 　 　 計 12 182,850

（注）1.　上記のうち社外役員に対する報酬等の総額は３名12,900千円であります。
2.　上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与（賞与含む）として36,680千円支給しております。
3.　社外役員は、取締役１名、監査役２名であります。

－ 11 －



②　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
　当社の役員の報酬等の額については、独立社外取締役を委員長とした報酬委員会を設置し、各役
員の職務の内容及び当社の状況等を勘案するとともに、一般に公開されている報酬等の水準を参考
に総合的に判断し、決定しております。

⑶社外役員に関する事項
①　他の法人等の業務執行取締役・使用人等の兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・　監査役　御林彰氏はニッセイ信用保証株式会社の代表取締役社長を兼務しております。また、同
社と当社との間には特別の利害関係はありません。

②　他の法人等の社外役員等の兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・　監査役　御林彰氏は株式会社アルバックの社外取締役を兼務しております。また、同社と当社と

の間には特別の利害関係はありません。

③　事業年度中の取締役会等での活動状況
取締役会（全13回） 監査役会（全13回）
出席回数(出席率) 出席回数(出席率)

社外取締役　　柴田　　忠 13回（100.0%） －
社外監査役　　御林　　彰 13回（100.0%） 13回 （100.0%）
社外監査役　　宮城　信二 13回（100.0%） 13回 （100.0%）

　各社外役員は取締役会に出席し、利害関係のない公正な立場から経営全般について意見を述べる
など取締役会の意思決定の妥当・公平性を確保するための提言等を積極的に行っております。
　また各社外監査役は監査役会に出席し、これまでに他業界で培われた幅広い知識・経験に加え当
社での現地往査等を通して得られた情報をもとに監査役会の意思決定の妥当・公平性を確保するた
めの発言を積極的に行っております。

④　責任限定契約の内容の概要
　当社は、各社外役員との間に会社法第427条の規定による同法第423条の賠償責任を限定する契
約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金400万円と法令の定める最低限度額と
のいずれか高い額となります。
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⑤　当社の親会社又は親会社の子会社から当事業年度において役員として受領した報酬等の総額
　該当する事項はありません。

５．会計監査人の状況

会計監査人の名称 当事業年度に係る監査報酬等の額
当社及び子会社が会計監査人に
支払うべき金銭その他財産上の

利益の合計額
新日本有限責任監査法人 46百万円 46百万円
 (注) 1.　上記会計監査人の当事業年度に係る報酬額等は、当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法

に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分でき
ないため、これらの合計額を記載しております。

2.　監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが
適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断
をいたしました。

会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　当社会計監査人が会社法第340条第１項に定める解任事由に該当すると認められる場合は監査
役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人
の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性および信頼性が確保できないと認めた場合は、
株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

非監査業務の内容
該当事項はありません。

６．剰余金の配当等の決定に関する基本方針
　剰余金の配当につきましては、安定的な配当の維持を基本に、業績と経営環境を勘案して決定する方
針としております。また、内部留保金につきましては、将来に向けた新技術の開発、新規事業の展開な
どに活用し、収益力の向上、経営基盤の強化に努めてまいります。
　当期の配当につきましては、今期の業績及び財政状態等を総合的に勘案し、期初予想の１株当り14円
から６円増配し、１株当り20円の予定をしております。
　次期の配当につきましては、基本方針をふまえつつ、１株当たり20円の配当を予定しております。
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７．会社の体制及び方針
○業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　当社の業務の適正性を確保するための体制の整備等について、取締役会で決議した内容の概要は、以
下の通りです。
１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

⑴　取締役及び使用人が業務を遂行するにあたり､遵守すべき基本的事項として、「コンプライアン
ス基本方針」及び「ライト工業グループ行動規範」を定め、取締役自ら率先垂範し全職員への
周知徹底を図る。

⑵　社長を委員長とする「コンプライアンス推進委員会」により、遵守状況の監視を行うとともに、
関連規程の見直し、定期的な研修を行う。

⑶　内部通報を担当する部署を定め、法令、諸規程等に違反する行為を早期に把握するとともに、
内部通報制度の構築・充実を図る。

⑷　業務プロセスにおいて是正すべき事項が生じたときは、改善すべき事項の検討及び改善案の実
施により、内部統制システムの有効性を確保する。

⑸　市民社会の秩序に脅威を与える団体や個人など、いわゆる反社会的勢力からの働きかけに対し
て毅然と対応し不当要求に応じない。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役会規則ならびに文書規程に基づき、法令で作成・保管が義務付けられている文書、経営の重
要な意思決定に関する情報等を常時閲覧が可能な状態で保管、管理するとともに、情報の種類別に相
当期間保存する。

３．当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
⑴　「危機管理規程」に則り、経営に重大な影響を与えるリスクの予防措置を行う。また、発生し

た場合は、社長、担当取締役もしくは担当執行役員を本部長とする対策本部を速やかに設置し、
損失を最小限にとどめるために必要な措置を講ずる。

⑵　「危機管理委員会」は、危機管理マニュアルに定めるリスクの分類・把握を行うとともに定期
的に規程の改訂、研修・訓練等を行う。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
⑴　取締役会の決定に基づく「社則」に則り、各部署の職務分掌を明確にし、職務権限、稟議規程

等により、役割、責任、執行手順の詳細を定める。
⑵　取締役会を原則として月１回開催するとともに､本部長会議を毎週開催し､経営のスピード化を

図る。
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⑶　社外役員と社長等経営幹部の懇談会を取締役会開催日に行い、コミュニケーションの向上と監
視・監督機能の強化を図る。

５．当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
⑴　当社グループは「コンプライアンス基本方針」、「ライト工業グループ行動規範」の規定によ

り、グループにおける業務の適正を確保する。
⑵　各子会社は当社の担当部署が統括し、当該部署の担当取締役もしくは担当執行役員は定期的に

業務執行状況を取締役会に報告する。
⑶　各子会社の責任者は、会社ごとに定められた決裁・報告の定めを遵守し、業務執行を行う。
⑷　当社グループは、財務報告の信頼性・適正性を確保するため、必要な内部統制の体制を整備す

る。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並
びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実行性
の確保に関する事項
⑴　監査役の職務を補助する使用人として、「監査役会事務局」を置く。
⑵　当該使用人による監査役の職務の補助に関しては、取締役の指揮命令は及ばないこととし、人

事異動、人事考課等については監査役と協議の上決定する。

７．当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関
する体制
⑴　当社グループの取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実及び不正行

為、重要な法令・定款に違反する行為を認識したときは、直ちに監査役に報告する。
⑵　監査役は、取締役会及び重要会議への出席、稟議書等重要な文書の閲覧などにより業務執行状

況を把握し、監査役が必要と判断したときは、取締役及び使用人にいつでも説明・報告を求め
ることができる。

⑶　監査役は、必要に応じて、各子会社の重要な会議に出席するほか、各子会社の監査役と定期的
に意見を交換するとともに、各子会社の役職員あるいは当社の関係役職員から意見を聴取し、
各子会社の業務執行の状況を把握する。

⑷　当社グループは、本項の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由に不利益な取扱いを
してはならない。

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
⑴　代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、重要な課題や経営情報などを共有する機

会を持ち意見交換を行う。
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⑵　監査役は会計監査人及び内部監査部門との定期的な情報交換を行う。
⑶　監査役の職務を執行する上で必要な費用は、請求により会社は速やかに支払うものとする。

８．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

⑴　社内研修や会議体を通じて「コンプライアンス基本方針」、「ライト工業グループ行動規範」
　　を全役職員に配布し、周知徹底のための教育を行っております。
⑵　法令遵守委員会を開催し、委員会名称をコンプライアンス推進委員会に改称するとともに、新
　　たにコンプライアンス推進統括者を定め、コンプライアンス推進統括者が、経営会議出席者に
　　対し、教育を行いました。
⑶　経営陣から独立した通報窓口として新たに監査役に窓口を設置し、内部通報体制の強化を図り
　　ました。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当社は、株主総会議事録、取締役会議事録及び計算書類等について、法令の定めに則り保存期間を
設定し、適切に管理しております。

３．当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　「危機管理マニュアル」に定めるリスクの分類・把握を行うとともに、それぞれのリスクについて
検証し、マニュアルの改訂を行いました。
　また、外部講師を招き、消費税転嫁対策特別措置法に関する講習会及びインサイダー取引防止のた
めの講習会をそれぞれ開催し、リスクの予防措置を行いました。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　取締役会を原則として月１回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しております。また、取
締役会終了後、社外役員との意見交換を実施し、コミュニケーションの向上に努めております。

５．当社及び子会社からなる企業集団における業務の適性を確保するための体制
当社及び子会社に対し「コンプライアンス基本方針」、「ライト工業グループ行動規範」をもとに

説明会を実施し、周知徹底を図ることで、ライト工業グループとしてコンプライアンス及びリスクの
管理体制の整備・改善を行い、業務の適性を確保しております。
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６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並
　　びに当該使用人の取締役会からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実行
　　性の確保に関する事項

　当社は、監査役の監査機能強化を図るために、業務執行から独立した「監査役会事務局」を設置し、
監査役の職務を補助しております。

７．当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関
　　する体制。

　当社の監査役は、取締役会及び重要な会議体への出席や稟議書等重要な文書の閲覧などを通じて、
業務執行状況を把握し、必要に応じ意見を表明しています。

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　当社の常勤監査役は、経営に影響する重大な事象について、取締役及び従業員から報告を受け、ま
た、出席した各会議体から得た情報を社外取締役及び社外監査役と共有するとともに、必要に応じ意
見を表明しています。また、常勤監査役は意見交換会を代表取締役及び社外取締役、社外監査役と毎
月実施するとともに、会計監査人及び内部監査部門と四半期毎に意見交換を実施し、緊密な関係を保
っております。

９．決算期後に生じた企業集団の状況に関する重要な事実
　特に記載すべき事項はありません。

・本事業報告に記載の金額及び株式数は、単位表示未満の端数を切捨てて表示しております。
・記載金額には消費税等は含まれておりません。
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連 結 貸 借 対 照 表
平成28年３月31日現在

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 預 金
受取手形・完成工事未収入金等
有 価 証 券
未 成 工 事 支 出 金
そ の 他 た な 卸 資 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 ・ 構 築 物
機械装置、運搬具及び工具器具備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
破 産 更 生 債 権 等
投 資 不 動 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

58,326
19,606
27,663
3,600
5,901

281
567
784

△77
21,840
14,184
3,412
2,198
8,119

365
89

120
114

6
7,535
3,536

43
1,262

819
2,305
△430

流 動 負 債 31,960
支 払 手 形 ・ 工 事 未 払 金 等 17,367
短 期 借 入 金 900
一年以内返済予定長期借入金 15
未 払 法 人 税 等 2,388
未 払 費 用 1,771
未 成 工 事 受 入 金 5,555
工 事 損 失 引 当 金 222
完 成 工 事 補 償 引 当 金 123
そ の 他 3,615

固 定 負 債 1,856
長 期 借 入 金 124
再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 865
退 職 給 付 に 係 る 負 債 578
長 期 未 払 金 27
繰 延 税 金 負 債 3
リ ー ス 債 務 204
そ の 他 52
負 債 合 計 33,817

純 資 産 の 部
株 主 資 本 47,492
資 本 金 6,119
資 本 剰 余 金 6,358
利 益 剰 余 金 36,715
自 己 株 式 △1,700

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 △1,142
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 222
土 地 再 評 価 差 額 金 △940
為 替 換 算 調 整 勘 定 616
退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 △1,041

純 資 産 合 計 46,349
資 産 合 計 80,166 負 債 及 び 純 資 産 合 計 80,166

（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
平成27年４月１日から平成28年３月31日まで

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高
完 成 工 事 高 92,619
兼 業 事 業 売 上 高 547
売 上 高 合 計 93,166

売 上 原 価
完 成 工 事 原 価 75,423
兼 業 事 業 売 上 原 価 448
売 上 原 価 合 計 75,871

売 上 総 利 益
完 成 工 事 総 利 益 17,196
兼 業 事 業 総 利 益 98
売 上 総 利 益 合 計 17,295

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,661
営 業 利 益 8,633

営 業 外 収 益
受 取 利 息 配 当 金 102
受 取 ロ イ ヤ リ テ ィ ー 11
固 定 資 産 賃 貸 料 151
受 取 保 険 金 5
そ の 他 営 業 外 収 益 85 355

営 業 外 費 用
支 払 利 息 25
手 形 売 却 損 4
支 払 手 数 料 16
支 払 保 証 料 19
賃 貸 収 入 原 価 62
為 替 差 損 122
そ の 他 営 業 外 費 用 71 322

経 常 利 益 8,666
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科 目 金 額
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 6
投 資 有 価 証 券 売 却 益 105
受 取 和 解 金 250 361

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 及 び 除 却 損 122
投 資 有 価 証 券 売 却 損 27
退 職 加 算 金 5
減 損 損 失 315
建 替 関 連 損 失 20
関 係 会 社 整 理 損 13 504

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 8,523
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 3,260
法 人 税 等 調 整 額 △655 2,605
当 期 純 利 益 5,918
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 5,918

（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
平成27年４月１日から平成28年３月31日まで

（単位：百万円）
株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
平成27年４月１日残高 6,119 6,358 31,262 △1,700 42,040
連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △737 △737
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 5,918 5,918
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
土地再評価差額金の取崩 272 272
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 － － 5,453 △0 5,452
平成28年３月31日残高 6,119 6,358 36,715 △1,700 47,492

その他の包括利益累計額
純資産合計そ の 他

有 価 証 券
評 価 差 額 金

土地再評価
差　額　金

為替換算
調整勘定

退 職 給 付
に 係 る
調 整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

平成27年４月１日残高 889 △716 790 △1,372 △409 41,631
連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △737
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 5,918
自 己 株 式 の 取 得 △0
土地再評価差額金の取崩 272
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会計年度中の変動額（純額） △666 △223 △174 331 △733 △733

連結会計年度中の変動額合計 △666 △223 △174 331 △733 4,718
平成28年３月31日残高 222 △940 616 △1,041 △1,142 46,349

（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表
平成28年３月31日現在

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 預 金
受 取 手 形
完 成 工 事 未 収 入 金
有 価 証 券
未 成 工 事 支 出 金
そ の 他 た な 卸 資 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 ・ 構 築 物
機 械 装 置 ・ 運 搬 具
工 具 器 具 ・ 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 貸 付 金
破 産 更 生 債 権 等
投 資 不 動 産
前 払 年 金 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

45,772
13,555
5,621

16,161
3,600
5,779

105
561
458

△71
23,180
12,931

2,831
1,713

277
7,668

359
81

112
112

10,136
3,171
2,511

215
43

1,262
1,023

356
1,981
△428

流 動 負 債 26,026
支 払 手 形 5,348
工 事 未 払 金 9,608
未 払 法 人 税 等 2,028
未 成 工 事 受 入 金 4,290
未 払 費 用 1,549
完 成 工 事 補 償 引 当 金 113
工 事 損 失 引 当 金 35
リ ー ス 債 務 177
そ の 他 2,874

固 定 負 債 1,080
再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 865
リ ー ス 債 務 200
そ の 他 14
負 債 合 計 27,106

純 資 産 の 部
株 主 資 本 42,563
資 本 金 6,119
資 本 剰 余 金 6,358
資 本 準 備 金 6,358

利 益 剰 余 金 31,786
利 益 準 備 金 1,221
そ の 他 利 益 剰 余 金 30,565

圧 縮 記 帳 積 立 金 35
別 途 積 立 金 15,258
繰 越 利 益 剰 余 金 15,271

自 己 株 式 △1,700
評 価 ・ 換 算 差 額 等 △718
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 222
土 地 再 評 価 差 額 金 △940

純 資 産 合 計 41,845
資 産 合 計 68,952 負 債 及 び 純 資 産 合 計 68,952

（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書
平成27年４月１日から平成28年３月31日まで

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高
完 成 工 事 高 77,305

売 上 原 価
完 成 工 事 原 価 61,801
売 上 総 利 益

完 成 工 事 総 利 益 15,504
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,618

営 業 利 益 7,885
営 業 外 収 益

受 取 利 息 配 当 金 92
受 取 ロ イ ヤ リ テ ィ ー 11
固 定 資 産 賃 貸 料 149
受 取 保 険 金 4
そ の 他 営 業 外 収 益 70 327

営 業 外 費 用
支 払 利 息 11
支 払 手 数 料 16
支 払 保 証 料 19
為 替 差 損 117
賃 貸 収 入 原 価 62
そ の 他 営 業 外 費 用 46 273

経 常 利 益 7,939
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 7
投 資 有 価 証 券 売 却 益 105 113

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 及 び 除 却 損 115
投 資 有 価 証 券 売 却 損 27
減 損 損 失 315
退 職 加 算 金 5
建 物 関 連 損 失 20 483

税 引 前 当 期 純 利 益 7,569
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 2,785
法 人 税 等 調 整 額 △654 2,131
当 期 純 利 益 5,437

（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
平成27年４月１日から平成28年３月31日まで

（単位：百万円）
株 主 資 本

資　本　金 資本剰余金 利益剰余金
資本準備金 利益準備金

平成27年４月１日残高 6,119 6,358 1,221
事 業 年 度 中 の 変 動 額
圧縮記帳積立金の取崩
圧縮記帳積立金の積立
剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
自 己 株 式 の 取 得
土地再評価差額金の取崩
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計 － － －
平成28年３月31日残高 6,119 6,358 1,221

株 主 資 本
利　益　剰　余　金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計その他利益剰余金 利益剰余金合計圧縮記帳積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

平成27年４月１日残高 36 15,258 10,298 26,814 △1,700 37,591
事 業 年 度 中 の 変 動 額
圧縮記帳積立金の取崩 △1 1 － －
圧縮記帳積立金の積立 0 △0 － －
剰 余 金 の 配 当 △737 △737 △737
当 期 純 利 益 5,437 5,437 5,437
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
土地再評価差額金の取崩 272 272 272
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計 △0 － 4,973 4,972 △0 4,971
平成28年３月31日残高 35 15,258 15,271 31,786 △1,700 42,563
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（単位：百万円）
評　価　・　換　算　差　額　等

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

土地再評価
差　額　金

評価・換算
差額等合計

平成27年４月１日残高 889 △716 172 37,764
事 業 年 度 中 の 変 動 額
圧縮記帳積立金の取崩 －
圧縮記帳積立金の積立 －
剰 余 金 の 配 当 △737
当 期 純 利 益 5,437
自 己 株 式 の 取 得 △0
土地再評価差額金の取崩 272
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額) △666 △223 △890 △890
事業年度中の変動額合計 △666 △223 △890 4,081
平成28年３月31日残高 222 △940 △718 41,845
（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書

平成28年５月23日
ライト工業株式会社

取　締　役　会　御中
新日本有限責任監査法人

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 口 俊 夫 ㊞
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 本 間 愛 雄 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ライト工業株式会社の平成27年４月１日から平成28年
３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行
った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正
な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経
営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ライト工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況
をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
平成28年５月23日

ライト工業株式会社
取　締　役　会　御中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 口 俊 夫 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 本 間 愛 雄 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ライト工業株式会社の平成27年４月１日から平
成28年３月31日までの第69期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附
属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及
びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準
拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者
が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類
及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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監査役会の監査報告書

監査報告書
　当監査役会は、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第69期事業年度の取締役の職務の執行に関し
て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下の通り報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(１)　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を

受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。

(２)　各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用
人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施し
ました。

　①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財
産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び
情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

　②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社
法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に
基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用
の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

　③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲
げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

　なお、金融商品取引法に定める財務報告に係る内部統制については、取締役等及び新日本有限責任監査法人か
ら当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明をもとめました。
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ

ん。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム

に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。な
お、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において有効である旨の報告を取締役
等及び新日本有限責任監査法人から受けております。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成28年５月26日

ライト工業株式会社 監査役会
監査役（常勤） 木 下 博 之 ㊞
監査役 御 林 　 彰 ㊞
監査役 宮 城 信 二 ㊞

 (注) 　監査役御林彰及び監査役宮城信二は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役であり
ます。

以　上

－ 29 －



株主総会参考書類
議案及び参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件
　剰余金の処分につきましては、以下の通りといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
　第69期の期末配当につきましては、安定的な配当の維持を基本に業績と経営環境を勘案し、以下の
通りといたしたいと存じます。
①配当財産の種類
　金銭といたします。
②配当財産の割当てに関する事項及びその金額
　当社普通株式１株につき金20円といたしたいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は、1,053,182,980円となります。
③剰余金の配当が効力を生じる日
　平成28年６月30日（木）といたしたいと存じます。
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第２号議案　取締役４名選任の件
　取締役鈴木和夫、宝輪洋一の２氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、取締役
荒木進氏は辞任いたします。つきましては経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を構築するため
１名を増員し、取締役４名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は次の通りであります。

候補者
番　号

氏 名
（ 生 　 年 　 月 　 日 ） 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

１

すず
鈴

き
木

かず
和

お
夫

(昭和28年２月28日生)
再任

・在任年数　８年
　（本株主総会終結時）
・取締役会への出席状況

13回／13回（100％）
・所有する当社株式数

17,700株

昭和53年４月 当社入社
平成14年10月 当社技術本部SI事業推進部長
平成19年４月 当社執行役員技術本部技術部長
平成19年12月 当社執行役員建設事業部長
平成20年６月 当社取締役建設事業部長
平成21年４月 当社取締役建設事業本部長
平成23年６月 当社常務取締役建設事業本部長
平成25年６月 当社代表取締役社長（現任）

●重要な兼職の状況
　なし

取締役候補者とした理由

鈴木和夫氏は、厳しい事業環境の中、新規事業領域である建築事業への
進出を行い、当社のコア事業の一つにまで成長させた実績を有しており
ます。代表取締役社長就任後は当社最高経営責任者として、高いリーダ
ーシップと卓越した経営手腕により企業価値を向上してまいりました。
また、技術分野を始め当社のさまざまな部門に精通するなど、当社の持
続的な成長を担うに相応しい経験と能力は、当社グループ経営において
必要不可欠であることから選任をお願いするものです。
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 　 年 　 月 　 日 ） 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

２

ほう
宝

わ
輪

よう
洋

いち
一

(昭和31年１月13日生)
再任

・在任年数　６年
　（本株主総会終結時）
・取締役会への出席状況

13回／13回（100％）
・所有する当社株式数

8,800株

昭和54年４月 当社入社
平成16年４月 当社札幌支店営業部長
平成20年４月 当社執行役員海外事業部付部長
平成20年６月 当社執行役員海外事業担当
平成21年４月 当社執行役員海外事業本部長
平成22年６月 当社取締役海外事業本部長
平成28年４月 当社取締役技術営業本部長（現任）

●重要な兼職の状況
　なし

取締役候補者とした理由

宝輪洋一氏は、国内での営業職を通じ築き上げた人脈と厚い信頼のも
と、当社事業拡大に大きく寄与しています。また、海外事業担当後は、
北米だけにとどまらず、東南アジア、中央アジア、アフリカなどグロー
バルに市場拡大に取組み、数多くの実績により当社の業績に多大な貢献
をしてまいりました。築き上げた確固たる信頼に基づく顧客との関係に
加え、海外事業で培われた世界基準の経営感覚は、今後の中長期的な企
業価値向上に資するものであり、選任をお願いするものです。
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 　 年 　 月 　 日 ） 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

３

むら
村

い
井

ゆう
祐

すけ
介

(昭和38年８月３日生)
新任

・在任年数　－年
・取締役会への出席状況

－回／－回（－％）
・所有する当社株式数

4,000株

昭和61年４月 当社入社
平成17年４月 当社大阪支店都市土木部長
平成21年４月 当社西日本支社施工技術部長
平成22年４月 当社関東支社施工技術部長
平成23年４月 当社執行役員中部統括支店長
平成25年４月 当社執行役員西日本支社長
平成26年４月 当社常務執行役員西日本支社長（現任）

●重要な兼職の状況
　なし

取締役候補者とした理由

村井祐介氏は、昭和61年の入社以来、施工技術部門に従事し、徹底した
施工管理と独創的なアイデアによる創意工夫で高い顧客満足と信頼を得
てきました。中部統括支店長として同支店の業績を向上させた後、当
時、業績が低迷していた西日本支社長に就任し、直ちに支社体制の見直
し、業務改善を伴う効率的経営を実践するとともに、同支社の立て直し
を実現させました。短期間で支社業績を回復させた高い経営管理能力
は、当社の持続的成長に資するものであることから選任をお願いするも
のです。
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 　 年 　 月 　 日 ） 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

４

しら
白

い
井

 
　

まこと
真

(昭和51年９月22日生)
新任

・在任年数　－年
・取締役会への出席状況

－回／－回（－％）
・所有する当社株式数

－株

平成15年10月 弁護士登録
平成20年４月 財務省関東財務局証券取引等監視官部門証券検査官
平成22年４月 金融庁証券取引等監視委員会事務局証券検査課専門検

査官
平成24年７月 弁護士再登録
平成24年７月 光和総合法律事務所パートナー(現任)

●重要な兼職の状況
　なし

社外取締役候補者とした理由

白井真氏を社外取締役候補者とした理由及び同氏が職務を適切に遂行で
きるものと判断した理由は、財務省及び金融庁の在籍経験による会社法
や金融商品取引法等に関する法知識に加え、弁護士としての高い見解と
客観的な視点を備え、社外取締役として、当社経営の重要事項の決定及
び業務執行の監督に充分な役割を果たしていくものと判断し、社外取締
役として選任をお願いするものです。
なお、同氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、東京証券
取引所の定めている独立性基準を満たしております。

（注）１.各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２.取締役候補者白井真氏は社外取締役候補者であります。
３.社外取締役との責任限定契約について

　当社は、社外取締役との間で損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、
白井真氏が取締役に就任された場合は、当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。（契約内容
は事業報告12頁に記載の通りです。）

－ 34 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

第３号議案　補欠監査役１名選任の件
　監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするもので
あります。
　なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は次の通りであります。

氏　　　　名
（生年月日） 略 歴 、 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

にしき
錦

ど
戸

けい
景

いち
一

(昭和28年５月２日生)

昭和60年４月 弁護士登録

－株
平成６年１月 光和総合法律事務所パートナー(現任)
平成６年６月 株式会社廣澤精機製作所社外監査役(現任)
平成15年６月 パイオニア株式会社社外監査役(現任)
平成17年６月 サイボー株式会社社外監査役(現任)

（注）1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 錦戸景一氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 錦戸景一氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての専門的見地から企業法務に関しての高

い実績と経営に関する高い見識を有しているためであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以
外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務
を適切に遂行できるものと判断しております。

4. 社外監査役との責任限定契約について
当社は、社外監査役との間で損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、
錦戸景一氏が監査役に就任された場合は、当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。（契約内
容の概要は事業報告の12頁に記載の通りです。）

以　上
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